
　　　 　　　からの利用は月割の利用料を利用開始の月末までに支払うものとする。
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　　（利用料の減免）

豊見城市市民農園利用規則

　　（目的）
　　第１条　　この規則は、豊見城市市民農園利用者が、野菜や花等を栽培して、自然にふれあ
　　　 　　　うとともに、農業に対する理解を深め、より良い市民農園にすることを目的とする。

　　（豊見城市市民農園の管理者）
　　第２条　　豊見城市市民農園は、豊見城市が開設し、管理するものとする。

　　　　（４）　 その他市長が認める者。

　　（利用の申込）
　　第４条　　豊見城市市民農園利用希望者は、豊見城市市民農園利用申込書を豊見城市経済
　　　　　　建設部農林水産課へ提出するものとする。

　　　　（１）　 募集期間は、すべての利用区画の利用者が決まるまで、随時募集するものとする。

　　（利用者の資格）
　　第３条　　豊見城市市民農園の利用者は、次の条件をすべて満たす者とする。

　　　　（１）　 豊見城市内に住所を有する18歳以上の者。
　　　　（２）　 豊見城市市民農園を適切に維持、管理できる者。
　　　　（３）　 豊見城市市民農園利用規則を遵守できる者。

　　　　（２）　 利用申込書等の提出は、豊見城市経済建設部農林水産課へ持参するものとする。
　　　　（３）　 １世帯１区画のみの申込みとする。

　　（利用契約）
　　第５条　　利用者は、利用決定の後に豊見城市市民農園利用契約を締結するものとする。

　　（利用期間）
　　第６条　　豊見城市市民農園の利用期間は、原則として２年間とし、更新も可能とする。ただ
　　　 　　　し、管理者の都合により利用期間を変更する場合がある。

　　　　　　２　利用開始日は、利用の申込みがあった月の翌月１日とする。

　　（区画数）
　　第７条　　豊見城市市民農園は、豊見城市字伊良波６０６番地２及び６０６番地５とし、利用区
　　　 　　　画数は、一般区画（６０㎡）が８０区画、就農者育成区画（４５５㎡）が２区画の合計８２
　　　 　　　区画とする。

　　（利用料）
　　第８条　　豊見城市市民農園利用料及び支払期限は、下記のとおりとする。ただし年度途中

利用期間 支払期限

4月1日から3月31日まで １２ヶ月間
15,000円

利用期間中の
4月30日

44,750円

　　第９条　　市長は、特別の理由があると認めたときは、利用料を減額し、又は免除することが
　　　 　　　できる。

　　（市民農園の利用）
　　第10条　豊見城市市民農園利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

　　　　（１）　 永年性の樹木、作物を栽培してはならない。
　　　　（２）　 建築物や工作物等を設置してはならない。



　　　　（４）　 豊見城市市民農園利用者駐車場は、利用する区画内とし、周辺道路への違法な
　　　　　　 　 駐車はしてはならない。

　　　　（６）　 豊見城市市民農園における作物の栽培は、原則として自家消費のものとする。

（附則）

（改正）

（改正）

（改正） 平成２７年３月２日から施行する。

（改正） 平成２８年１月８日から施行する。

（改正） 平成２９年１２月１日から施行する。

（改正） 令和８年４月１日から施行する。

　　　　（３）　 自らが利用契約した市民農園の利用区画を他の者に転貸してはならない。

　　　　（５）　 豊見城市市民農園内にごみ等を捨ててはならない。

　　　　（７）　 良好な環境を保全するために、騒音や悪臭等の防止に努めなければならない。
　　　　（８）　 他の利用者に迷惑をかけないよう、適切な管理に努めなければならない。
　　　　（９）　 農薬の使用に関しては、他の利用区画及び周辺農地へ飛散等の被害を与えない
　　　　　　 　 ように適正に使用すること。

　　　　（11）　豊見城市市民農園利用者間のトラブルは、当事者間で処理するものとする。

　　（利用契約の解約）
　　第11条　次に該当するときは、豊見城市市民農園利用契約を解約することができる。

　　　　（１）　 豊見城市市民農園利用者が適切な管理を行わない場合、又は豊見城市市民農
　　　　　　　　園利用規則を遵守しない場合。
　　　　（２）　 豊見城市市民農園利用者が利用契約の解約を申し出たとき。

　　（その他）

　　　　（３）　 豊見城市市民農園管理者のやむを得ない理由によるとき。この場合、豊見城市
　　　　　　　　市民農園利用者へ解約する６ヶ月前までに通知するものとする。

　　（市民農園の返還）
　　第12条　豊見城市市民農園利用者は、利用期間が終了したとき又は、前条の規定による
　　　　　　 利用契約の解約をしたときは、速やかに豊見城市市民農園を現状に回復（除草、
　　　　　　耕耘、整地） し、豊見城市へ返還しなければならない。

　　第14条　この規則に定めるもののほか、必要な事項なついては豊見城市が別に定める。

この規則は、平成２３年１０月２４日から施行する。

平成２４年４月１日から施行する。

平成２６年４月１日から施行する。

　　　　（10）　利用区画内で除草剤を使用してはならない。

　　（利用料の返還）
　　第13条　すでに支払った豊見城市市民農園利用料は、返還しないものとする。ただし次に
　　　　　　 掲げる事由に該当する場合は、その一部又は、全部を返還することができる。

　　　　（１）　 利用者の責任でない理由で利用できなくなった場合。
　　　　（２）　 管理者が正当な理由があると認めた場合。


